
令和６年度 世田谷区立小・中学生海外派遣事業募集要領 
 
１ 目的    

世田谷区立小・中学校の児童・生徒を海外に派遣することにより、訪問国の文化や伝 
統に直接触れるとともに、現地の小・中学生と交流する体験を通して国際的視野を広め、 
国際社会に対応できる能力の基礎を培う。 
 当該募集は、この派遣候補者を決定することを目的とする。 

 
２ 派遣先・派遣時期・派遣人数・内容（予定） 

令和５年度の事業の様子は、別紙３の行程表及び世田谷区ホームページ（ページ番号 
小学生：２０３８４３、中学生１２９６００）をご参照ください。なお、中学生のウ

ィニペグ交流の行程表は直近実施の令和元年度のものです。参考としてご覧ください。 
※１ 小学生のオーストリア派遣について、ホームステイは実施しません。 

※２ 小学生のオーストラリア派遣について、週末３日間はホームステイ、それ以外

の日程はホテルステイの予定です。 

※３ 中学生のカナダ派遣は、令和７年１月に最大１３日間のホームステイ受入とセ

ットの年間プログラムです。 

 

３ 応募資格（派遣候補者の要件）   
（１）令和５年度に区立小学校第４学年又は中学校第１学年に在籍している児童・生徒

かつ令和６年度も引き続き、区立小・中学校に在籍予定の児童・生徒 
（２）派遣期間中に健康に過ごすことができ、明朗かつ協調性に富んだ児童・生徒 

※派遣先では、アレルギー除去食の提供等、日本と同様の対応ができないことを考

慮の上で申し込むこと。 

（３）本人が希望し、保護者の同意が得られる児童・生徒 
（４）初めての場所でも、コミュニケーションを積極的に取ろうとする意欲があり、本

事業の体験を学校等で報告し、広める意欲がある児童・生徒 
（５）海外の自然や文化・伝統、派遣先でのホームステイなど、現地での体験等に関心

をもち、帰国後の継続的な交流や、自身の経験に生かそうとする児童・生徒 

（６）日程や行程の変更等に対して柔軟に対応し、前向きに行動できる児童･生徒 
 

 

 

 

 

対象 派遣先 時期・期間 人数 内容 

小学５年生 

オーストリア・ 
ウィーン市※１ 

令和６年１０月
下旬又は１１月
上旬・約１週間 

１６名以内 
現地家庭へのホー
ムステイ、現地学校
の授業体験、史跡巡
り等 

オーストラリア・ 
バンバリー市※２ 

令和６年１０月
下旬又は１１月
上旬・約１週間 

１６名以内 

中学２年生 
カナダ・ 
ウィニペグ市※３ 

令和６年９月・  
約１０日間 

１６名以内 



 

（７）派遣決定交付式や事前・事後の学習会、派遣報告会に原則すべて出席できる児童・

生徒  

小学生 

国 
派遣決定

交付式 
事前学習 事後学習 報告会 

オーストリア 

6/15 

6/15、7/21、8/25、

9/22、10/13 
１～２回程度 

3 月 
オーストラリア 

中学生 カナダ 
6/15、7/21、8/4、

8/18、8/25、9/1 

10/20 ほか３

回程度（受入

準備会含む） 

  ※報告会は期間を決めてオンラインでも限定配信する予定です。 

※上記は現時点で予定している日程であり、変更になる場合もあります。 

 （８）原則、本区の海外派遣事業への参加経験がない児童・生徒 
    ※小学生の時に本区の海外派遣事業へ参加した場合、原則、中学生で本区の海外

派遣事業に参加することはできません。 
  （９）派遣報告会や派遣報告書、区の広報物やホームページ等に写真や動画を掲載する

ことを了承できる児童・生徒及び保護者 
（１０）中学生について、令和７年１月（予定）にウィニペグ市から来訪する生徒を自宅

にホームステイさせる等の受け入れができる生徒（家庭） 
※ウィニペグ市との交流は、世田谷生徒とウィニペグ生徒同士がバディとなり互

いの自宅へホームステイする形式で実施予定です（派遣と受入をセットで行う年

間プログラム）。派遣された生徒は、９月にウィニペグでホームステイした家庭の

生徒（バディ）を翌年１月に自宅でホームステイさせ、一緒に通学や受入行事に

参加します。「別紙１ウィニペグ生徒の受入に関して」をご覧いただき、承諾の上、

申し込みください。 
 

４ 応募方法・期間 

（１）応募 

下記 URL 又は二次元コードより、お申し込みください。 

※入力いただくメールアドレスは、派遣決定された場合、区とやり取りする際にも使

用できる保護者のメールアドレスをご入力ください。 

【小学生】 
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1700636479551  

【中学生】 
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1700783749451 

 

 

 

 

 

 

 

（２）期間 

   令和５年１２月２２日（金）～令和６年１月１７日（水）午後５時まで 
 
 

【小学生】 【中学生】 



（３）作文（第１次選考用）の提出 
   ４（１）の応募申込と併せて、第１次選考の作文用紙を下記①から⑦の手順に即し

て提出すること。 
※必ず「申込」と「提出票・作文用紙」の提出どちらも行ってください。どちらか

一方のみの場合、選考対象となりませんので、ご注意ください。 
  ①別紙「提出票」及び「作文用紙」を準備する。 

②「提出票」及び「作文用紙」の入手先 
世田谷区ホームページのリンク先 

 世田谷区ホームページホーム＞目次から探す＞子ども・教育・若者支援＞小・中学

校＞お知らせ＞「令和６年度 世田谷区立小・中学生海外派遣児童・生徒の募集」 
  （ページ番号：２０７２５５） 
  

【URL】https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/005/d00207255.html 

（ＰＣ用） 

     
※自宅にパソコン等が無く、印刷が困難なご家庭は、各校の担任の先生からもらうか、

（３）⑦に記載の教育指導課窓口までお越しください。 
  ③別紙「提出票」及び「作文用紙」には、派遣先の第一希望の国を必ず記入すること。 
  ④小学生の場合、第二希望の国も記入すること。第一希望の国以外、派遣を希望しな

い方は、必ず第二希望欄に「無し」と記入すること。第二希望欄に国が記入されて

いない場合及び第一希望と同じ国が記入されている場合、第一希望の国への選考が

通過しなかった者は、第二希望欄に「無し」と記入されているものと同様に取り扱

う。 
⑤テーマ・文字数 
小学生 
「海外派遣で学んだことを自分の生活や将来のためにどのように生かしていきたいか」

（文字数４００～６００字程度） 
※派遣先の第一希望の国について、上記テーマで作成してください。 

 
中学生 
「海外派遣で学んだことを自分に関わる地域や社会にどのように生かしていきたいか」

（文字数８００～１，０００字程度） 
    

  ⑥提出期日 令和６年１月１７日（水）午後５時必着とする。【厳守】 
  ⑦提 出 先 世田谷区教育委員会事務局教育指導課 

「世田谷区立小・中学生海外派遣事業担当」 
世田谷区世田谷４-２１-２７ 世田谷区役所第 1 庁舎４階４４番窓口 

（開庁日：土日祝日を除く、午前８時３０分~午後５時１５分） 
 
５ 選考方法・決定 
（１）第１次選考（作文）  
  応募の際に提出された作文により行う。 
（２）第２次選考（面接） 

令和６年３月１７日（日）に世田谷区立教育総合センター（予定）にて行う。詳細な

時間等は、第１次選考通過者に別途通知する。 
 
 



（３）決定における留意事項 
  ①小学生について、部屋割りの都合上、男女それぞれ偶数とする。また、同性を最低４

名は選出することとする。 
   ②中学生について、３（１０）のとおり、派遣と受入をセットで行う年間プログラムで

あり、カナダ・ウィニペグ市に派遣する生徒（家庭）は、ウィニペグから来訪する生

徒を自宅にホームステイさせるため、相手国との調整により男女比を決定する。 
（４）結果通知方法・時期 

第１次選考及び第２次選考の結果は、４（３）②に記載の世田谷区ホームページ（ペ

ージ番号：２０７２５５）に選考通過者の受験番号を掲載してお知らせする。掲載時

期は、第１次選考結果は令和６年３月５日（火）１１時ごろ、第２次選考結果は令和

６年４月ごろ（詳細な掲載日時は第２次選考受験者に別途通知する）を予定する。 
（５）その他 

①選考は、教育委員会事務局が行う。 
②選考結果における問い合わせには一切応じない。 
③派遣決定通知書の交付式は令和６年６月１５日（土）に、世田谷区内施設 
  にて、全派遣児童・生徒合同で行う。 

 
６ 派遣報告書及び派遣報告会 

派遣された児童・生徒は、帰国後に開催する３（７）記載の派遣報告会において成果

発表（期間限定のオンライン配信含む）を行うとともに、派遣報告書を作成すること。

なお、派遣報告書は、区民等が閲覧できるよう全区立図書館、区政情報センター及び区

立小・中学校に配架される。また派遣期間中の現地での活動内容（写真含む）を世田谷

区ホームページに掲載する。 

なお、中学生派遣生徒については、ウィニペグ生徒の受入に関しても報告書の作成・

報告会での成果発表を行うこと。 

 

７ 経費 
  旅費、宿泊費等の経費は、区が負担する。 
  ただし、パスポート取得費、海外旅行傷害保険料、現地での小遣い、医療費等の私的

な費用は、別途参加者の負担とする。 
 

８ その他 

（１）国際情勢及びその他の事由により、派遣が延期、変更又は中止となる場合がある。 

（２）派遣日程は、小・中学生いずれも、在籍する学校の行事等と重なる場合があること

を考慮すること。尚、参加期間中は出席の扱いとなる。 

（３）生活面、健康面などで、特段の配慮が必要な場合は、別紙「提出票」に記入するこ

と。 
 

９ 担当・問い合わせ先 

 （小学生の派遣について） 

世田谷区教育委員会事務局教育指導課 

  電 話  ０３－５４３２－２７０６ 

（中学生の派遣について） 

  世田谷区生活文化政策部文化・国際課 

電 話  ０３－６３０４－３４３９ 



 
 

別紙１ 

 

ウィニペグ生徒の受入について 

 

ウィニペグ市との教育交流は、派遣と受入をセットで行う年間プログラムです。派遣された

生徒は、９月にウィニペグでホームステイした家庭の生徒（バディ）を翌年１月に自宅でホー

ムステイさせ、一緒に通学や受入行事に参加します。以下をご了承の上、お申込みください。 

 

（１）受入期間 

令和７年１月下旬～２月上旬（最大 13 日間。日程はウィニペグ市調整中。） 

※参考：（前回）令和 2年 1月 21 日（火）～2月 2日（日） 

（２）受入対象 

９月の派遣でホームステイしたウィニペグ家庭の生徒（以下、「ＷＰＧ生徒」） 

（３）区側の参加生徒要件・留意事項 

① 積極的にコミュニケーションをとり、ＷＰＧ生徒とクラスメイト・学校との橋渡し役を

担う意欲があること。責任感や協調性を持って団体行動ができること。 

② 自宅でホームステイさせることが可能であること。 

※住居の広さ・個室有無等の環境は問わないが、着替え等のプライバシーに配慮できる

こと。 

※区内在住の親戚宅でのステイも可とする。ただし、参加生徒本人も宿泊し、一緒に通

学・受入行事参加が可能であること。 

③ 受入に係る経費は参加家庭負担とする（食費、光熱水費、交通費等の日常生活経費のほ

か、ホストファミリー（以下、「ＨＦ」）として自主的に行う催しや外出時等の経費含む。）。 

※家庭で過ごす時間は主に平日の夕方以降と週末。ステイ中の特別なサービス（豪華な

食事や観光旅行等）は不要。 

④ 受入行事には世田谷生徒も一緒に参加し、区内会場への移動は参加生徒で対応する（保

護者による送迎や公共交通機関の利用も可）。 

⑤ ＨＦとして受入行事・送迎について対応が可能であること（行事について、世帯全員の

参加は必須ではありませんが可能な範囲でご協力をお願いします。）。 

 主な受入行程（予定） 世田谷生徒 HF WPG 生徒の送迎（区内） 

受入初日 歓迎夕食会 〇 〇 要（スーツケース有） 

平日 学校へ登校・受入行事参加 〇 － 生徒同士で移動 

週末 HF と過ごす 〇 〇 － 

平日 WPG 生徒都外宿泊（1泊 2 日） － － 要 

平日 学校へ登校・受入行事参加 〇 － 生徒同士で移動 

帰国前日 お別れ夕食会 〇 〇 要 

帰国日 見送り 〇 〇 要（スーツケース有） 

⑥ 食物アレルギー等のある生徒には除去食等の対応が可能であること（登校時の昼食は給

食ですが、場合により弁当対応をお願いすることがあります）。 

⑦ 受入準備会（11/16、12/1、1/12（予定））へ生徒・保護者ともに出席できること。 

⑧ 派遣報告とは別に、受入事業も報告書の作成・報告会での成果発表を行うこと。 



別紙２ 

令和６年度 世田谷区立小・中学生海外派遣児童・生徒の募集に関するＱ＆Ａ 

質問 回答 

派遣国について 

小学生は派遣先が２か国（オーストラリア・オ

ーストリア）があるが、希望は出せるのか。 

「提出票」と「申込フォーム」に、第１希望及

び第２希望記入欄がありますので、ご記入くだ

さい。なお、第２希望が未記入または第１希望

の国と同じ国が記入されていた場合、第２希望

は「無し」とみなされます。 

小学生は２か国のうち１か国への派遣という

ことだが、第１希望の国でなければ、行きたく

ない場合、どうすればよいか。 

「提出票」と「申込フォーム」に、第１希望の

み記入し、第２希望欄には「無し」と記入して

ください。 

中学生について、令和５年度はオーストラリア

へ行っているようだが、令和６年度の派遣先は

カナダのみなのか。 

中学生の派遣国はカナダとオーストラリアを

隔年で実施しています。令和５年度はオースト

ラリアへの派遣だったため、令和６年度の派遣

先はカナダとなります。 

中学生について、受入には参加せず、派遣のみ

に参加することはできるか。 

中学生のウィニペグ市との交流は、世田谷生徒

とウィニペグ生徒同士がバディとなり互いに

自宅へホームステイする形式での実施となる

ため、派遣にあたり、令和７年１月にウィニペ

グからの生徒を受け入れできることが必須条

件となります。 

中学生派遣の応募資格のカナダ・ウィニペグ市

生徒の受け入れについて、具体的にどんな内容

なのか。 

別紙１にウィニペグ生徒の受け入れ内容につ

いてまとめていますので、ご参照ください。 

英語やドイツ語（小学生派遣先オーストリアの

公用語）が話せないが問題ないか。 

本事業は語学研修ではなく、国際理解や多文化

交流が目的のため、英語やドイツ語の語学力に

ついては求めていませんので、ご安心くださ

い。なお、あいさつ等の簡単な会話の練習は、

事前学習会で行います。 

プログラムについて 

派遣先で何を行うのか。 令和６年度の具体的な訪問先は現地と調整中

です。参考として別紙３の前回派遣時の行程表

をご覧ください。なお、前回派遣時から令和６

年度の行程・日数等は変更になる場合もありま

すので、あくまで参考にご覧ください。 

また、令和５年度の現地での活動の様子を世田

谷区ホームページに掲載していますので、参考

にご覧ください（ページ番号 小学生：２０３

８４３、中学生：１２９６００）。 

 



別紙２ 

 

学習会では何をするのか。 事前学習会では、各自が派遣先で学びたいこと

等の準備を行ったり、学校訪問等で披露する踊

りや歌の練習を行ったりします。また、学習会

の日程に合わせて、保護者へ向けた説明会も開

催予定です。 

事後学習会においては、派遣報告会等での発表

に向けて、実際に現地で学んだことや、体験し

てきたことをまとめていきます。 

学習会は、全部の回に参加しなければいけない

のか。 

体調不良等の特別な理由を除いて、原則すべて

の回に出席していただきます。なお、部活の大

会等の理由での欠席は、原則認められません。 

具体的な派遣時期は決まっているのか。 現在、相手国と調整中です。６月の派遣決定交

付式の際には、お伝えできる予定です。 

中学生派遣時期の９月は中間考査があるが、派

遣時期と重なることはあるのか。 

派遣時期は現在、相手国と調整中です。中間考

査の日程は学校ごとに異なるため、学校によっ

ては中間考査の日程と重なる可能性はありま

す。海外派遣に係る活動への参加を欠席扱いと

しないことや、試験の実施に配慮いただくこと

について、各中学校に協力を求めます。 

ホームステイは児童・生徒のみで行うのか。 小学生のオーストラリア派遣、中学生カナダの

派遣のホームステイについて、児童・生徒のみ

でホームステイ先に宿泊することになります。

同じ家庭に小学生は２人以上、中学生は１人以

上を予定しています。なお、小学生のオースト

リア派遣については、ホームステイの実施はな

く、全日ホテルステイとなります。 

応募について 

「提出票」や「作文用紙」の印刷方法、提出の

仕方はどのようにすればよいか。 

全て片面印刷でお願いします。「提出票」を１番

上にし、作文用紙をその下に重ね、左上をホチ

キス等で留めて提出してください。「作文用紙」

裏面には、必ず学校名と氏名を記入してくださ

い。（複数枚に渡る場合は、全枚数） 

作文は手書きでなければいけないのか。 パソコンで作成しても、手書きで作成しても、

どちらでも構いません。また、ボールペンでの

記入でも鉛筆での記入でも、どちらでも構いま

せん。 

作文用紙は、市販のものを使用しても構わない

か。 

作文用紙は、ホームページに掲載されているもの

を印刷して、使用してください。ご自宅で印刷が

できない場合は、学校の担任の先生からもらう

か、教育指導課の窓口までお越しください。 



別紙２ 

作文はどのようなことが評価基準になるのか。 申し訳ありませんが、選考に関わる内容は一切

お答えができません。テーマに沿った内容で、

ご作成ください。 

二次選考は何をするのか。 集団面接を予定しています。 

応募に際して、学校に事前に報告する必要はあ

るか。 

応募段階で学校に報告していただく必要はあ

りません。 

提出票に受験番号記入欄があるが、受験番号は

どこで確認するのか。 

申込フォームの申請完了メールに記載されて

います。 

申込の申請完了メールが届かない場合、どうし

たらよいか。 

メールが届かないと考えられる理由は以下の

通りです。 

①誤ったメールアドレスを入力した。 

②メールは届いているが、迷惑メールボックス

に振り分けられている。 

③ドメインの設定許可がされていない。 

※「elg-front.jp」のドメインから申請完了メ

ールは送信されます。 

上記を確認してもメールが届かない場合、教育

指導課までご連絡ください。 

提出票に貼る写真は証明写真でないといけな

いのか。 

ご本人とわかれば問題ありません。証明写真で

なくても、スマートフォン等で撮った写真を印

刷して貼っていただいても構いません。 

その他 

派遣期間が学校の授業期間と重なるが、出席扱

いとなるのか。 

海外派遣期間中は「出席」として取り扱います。

なお、中学生交流については、受入期間に公式

行事で学校を離れる際も同様の取り扱いとし

ます。 

自己負担になる費用は具体的にどんな費用か。 パスポート取得費、海外旅行保険料、現地での

小遣い代、派遣団共通で使用するネックストラ

ップや法被代、体調不良等による保険適用外の

個人にかかった費用等、私的な費用は個人負担

となります。 

＜令和５年度の主な自己負担額＞ 

パスポート取得費 

（５年間有効） 

１１，０００円程度 

ETAS（オーストラリアビ

ザ）申請代 

２０オーストラリアド

ル 

海外旅行保険料 各自の申込内容による 

現地での小遣い代 １０，０００円程度 

ネックストラップ・法被

代 

２，０００円程度 

 

 














